
 横浜保育室保護者負担軽減制度のご案内 

 

この制度は、横浜保育室に通う児童の保育料を減額する横浜保育室共通の制度です。  

平成２３年４月現在、保育料軽減助成ときょうだい減免の２種類の助成制度があります。

（他に、各施設独自で保育料の軽減を実施する園もあります。） 

軽減を受けるには、必要書類をご用意いただき、各横浜保育室に申し出てください。  

園にお支払いいただく保育料が減額されます。 

 

 
  

軽減の対象は？ 

平成22年度より

拡充しました！ 
保育料軽減助成 

市内在住の、保育に欠ける３歳未満の児童のうち、保護者全員の前年分所得税額の合計金額が

２０万３０００円未満※１の世帯が対象となります。 

※１ 住宅借入金等特別控除などが税金から差し引かれる前の税額で判定しますので、申告納税額と異なります。 

必要な書類は？ 

確定申告書の控(写)、源泉徴収票、市民税･県民税非課税証明書等の所得税額の確認できる書類 

軽減される金額は？

所得税額に応じて、次のとおり、軽減額が異なります。保育料の下限額を超える月極保育料が

軽減されます。【例１】 

また、第２子多子減免（18,000 円・裏面参照）との併用もできます。【例２】 

月極保育料 

第１子 第２子 区

分 
所得税の範囲 軽減額(上限) 

上限額 

（58,100 円）
下限額 

上限額 

（40,100 円）
下限額 

A 
90,000 円以上 

203,000 円未満 
10,000 円 48,100 円 38,100 円 30,100 円 20,100 円

B 
30,000 円以上 

90,000 円未満 
20,000 円 38,100 円 28,100 円 20,100 円 10,100 円

C 
1 円以上 

30,000 円未満 
30,000 円 28,100 円 18,100 円 10,100 円 5,100 円

D 0 円 
第 1子 40,000 円

第 2子 35,000 円
18,100 円 8,100 円 5,100 円 0 円

 

【例 1】第１子（２歳）、所得税はB区分、保育料は 50,000 円の場合 

  〔軽減額は？〕：月極保育料 50,000 円 － 下限額 28,100 円 ＝ 21,900 円① 

          21,900 円① ＞ 軽減額（上限）20,000 円となり、少ない方の額 20,000 円が軽減されます。 

  〔軽減後の保育料は？〕：30,000 円。 

【例２】第２子（０歳）、所得税はA区分、保育料は 45,000 円の場合 

  〔軽減額は？〕：月極保育料 45,000 円 － 第２子減免 18,000 円 － 下限額 20,100 円 ＝ 6,900 円② 

          6,900 円② ＜ 助成額（上限）10,000 円となり、少ない方の額６,９00 円が軽減されます。 

  〔軽減後の保育料は？〕：20,100 円※２（きょうだい減免額 18,000 円を減額した金額です。） 

    

 



 
 
 
 

きょうだい減免 

減免の対象は？ 

横浜保育室に入所する保育に欠ける３歳以下の児童のうち、同一世帯から２人以上の就学前 

児童が、認可保育所等※３に入所又は児童デイサービスを利用している世帯が対象となります。 

施設は市内、市外を問いません。 

※３ 認可保育所等とは、認可保育所のほか、横浜保育室、家庭保育福祉員、横浜市家庭的保育事業、幼稚園、認定こども園、特別

支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部を含み

ます。 

必要な書類は？ 

ア きょうだいが横浜保育室、幼稚園又は認定こども園等を利用している場合 

 横浜保育室、幼稚園又は認定こども園等を利用していることを当該施設長が証明した書類 

イ きょうだいが認可保育所を利用している場合 

 「保育所入所承諾書」又は「保育所入所承諾内容等変更通知書」等の写し 

ウ きょうだいが家庭保育福祉員を利用している場合 

 「保育契約及び階層区分決定通知書並びに基本保育費交付決定通知書」等の写し 

減免される金額は？

【同一世帯から２人が認可保育所等を利用

する場合】 

横浜保育室に入所する児童（横浜保育室の

み利用するときは、年齢の低い児童）が３歳

未満の場合、月額１８，０００円が減免され

ます。また、３歳児の場合は月額９，４５０

円が減免されます。 

 

【同一世帯から３人以上が認可保育所等を

利用する場合】 

他施設の年齢の高い順、次に横浜保育室の

年齢の高い順に数えて２人目の児童の場合は、

上記の場合と同じ適用となります。また、３

人目以上の児童が３歳未満の場合は、月極保

育料が全額減免されます。３歳児の場合は月

額９，４５０円が減免されます。 

 

〔横浜保育室に通う児童のきょうだい減免額〕 

  １人目の児童 ２人目の児童 ３人目の児童

０歳児 減免なし 18,000 円 保育料全額 

１歳児 減免なし 18,000 円 保育料全額 

２歳児 減免なし 18,000 円 保育料全額 

３歳児 減免なし  9,450 円  9,450 円 

４歳児 減免なし 減免なし 減免なし 

５歳児 減免なし 減免なし 減免なし 

 
児童の年齢は４月１日時点の年齢になります。 

 

 

 

 

 

 




